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本　　　　則

1 適　　　用

　このなっトクプランＬ料金表（以下「この料金表」といいます。）は，大

阪瓦斯株式会社（以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。）が定める

託送供給約款（2019年１月31日届出。なお，当該一般ガス導管事業者が託送

供給約款を変更した場合には，変更後の託送供給約款によります。）および

その他の供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）の供給区域におけ

る一般の需要で，事業の用に供するためにガスを使用されるお客さまに適用

いたします。

2 契 約 種 別

　この料金表の契約種別は，なっトクプランＬといたします。

3 定　　　義

　次の言葉は，この料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

⑴　契約最大使用量

　　契約使用期間中においてお客さまが使用すると予定される１時間当たり

の最大の使用量をいいます。

⑵　実績最大使用量

　　料金の算定期間中においてお客さまが使用された１時間当たりの最大の

使用量をいいます。

⑶　契約年間使用量

　　契約使用期間中においてお客さまが使用すると予定される使用量の合計

をいいます。

⑷　実績年間使用量

　　契約使用期間中においてお客さまが使用された使用量の合計をいいま
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す。

4 適 用 範 囲

　次のいずれにも該当する場合で，当社との協議が整ったときに適用いたし

ます。

　なお，この料金表から他の料金表に変更された後１年に満たないお客さま

については，この料金表を適用いたしません。

⑴　契約最大使用量が６立方メートル以上であること。

⑵　契約年間使用量が契約最大使用量の600倍以上で，かつ，20 , 000立方

メートル以上であること。

5 契約使用期間

　契約使用期間は，次によります。

⑴　契約使用期間は，原則として，料金適用開始の日から同日が属する月の

翌月を起算月として12月目の託送約款等に定める定例検針日（以下「定例

検針日」といいます。）までといたします。ただし，料金適用開始の日が，

同日が属する月の定例検針日の翌々日以降の場合には，契約使用期間は料

金適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として13月目の定例検

針日までといたします。

　　なお，お客さまが契約最大使用量を変更される場合で，当社が必要と認

めるときには，変更した日を料金適用開始の日として，契約使用期間を新

たに定めます。

⑵　契約使用期間満了に先だって，お客さままたは当社のいずれからも契約

変更等の申出がない場合は，この料金表による契約は，契約使用期間満了

後も同一条件で継続されるものといたします。この場合，当社は，契約使

用期間満了前は，新たな契約使用期間を，契約締結前交付書面の交付に代

えて，この料金表による契約の継続後は，新たな契約使用期間，需給契約
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の成立日，供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を，契約締

結後交付書面の交付に代えて，電子メールの送信または電気通信回線を通

じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたしま

す。

　　なお，変更とならないその他の事項については，お知らせを省略するこ

とがあります。

⑶　契約使用期間満了に先だって，原則として他の料金表に変更することは

できません。

6 契約最大使用量および契約年間使用量

　契約最大使用量および契約年間使用量は，それぞれ次のとおりといたしま

す。

⑴　契約最大使用量

　　原則として，ガスメーターの能力の合計値といたします。ただし，当社

が認める場合には，使用するガス機器の内容等を基準として，お客さまと

当社との協議によって定める値といたします。

⑵　契約年間使用量

　　前12月の実績年間使用量等を基準として，お客さまと当社との協議に

よって定める値といたします。

7 実績最大使用量の算定

　実績最大使用量は，原則として，契約最大使用量と同一の値といたします。

ただし，お客さまが希望される場合で，当社との協議が整ったときは，当社

の指定する負荷計測器（以下「負荷計測器」といいます。）を設置し，負荷

計測器の検針値（負荷計測器の読みによるものとし，その読みは整数位まで

といたします。）により実績最大使用量を算定いたします。この場合には，

６（契約最大使用量および契約年間使用量）⑴にかかわらず，契約最大使用
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量は，前12月の実績最大使用量等を基準として，お客さまと当社との協議に

よって定める値といたします。

　なお，負荷計測器の故障等により検針値が確定できない場合の実績最大使

用量の算定にあたっては，当該月の負荷計測器の検針値は用いません。

8 料　　　金

⑴　料金は，基本料金と従量料金の合計といたします。ただし，従量料金は，

ガス供給条件（2019年４月１日実施。以下「供給条件」といいます。な

お，当社が供給条件を変更した場合には，変更後の供給条件によります。）

別表（原料費調整）によって算定された平均原料価格が64 , 090円を下回る

場合は，供給条件別表（原料費調整）によって算定された原料費調整額を

差し引いたものとし，供給条件別表（原料費調整）によって算定された平

均原料価格が64 , 090円を上回る場合は，供給条件別表（原料費調整）に

よって算定された原料費調整額を加えたものといたします。

⑵　料 金 表

イ　基本料金

　　基本料金は，１月につき定額基本料金と流量基本料金の合計といたし

ます。

　　なお，流量基本料金は，契約最大使用量によって算定いたします。

イ　定額基本料金

１契約につき 20 ,408円　29銭

ロ　流量基本料金

１立方メートルにつき
（流量基本料金率） 1 ,122円　96銭

ロ　従量料金
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　　従量料金は，その１月の使用量によって算定いたします。

１立方メートルにつき 72円　78銭

9 日 割 計 算

⑴　供給条件17（日割計算）⑴の適用を受ける場合の料金は，次の日割計算

後基本料金と従量料金の合計といたします。ただし，従量料金は，供給条

件別表（原料費調整）によって算定された平均原料価格が64 , 090円を下回

る場合は，供給条件別表（原料費調整）によって算定された原料費調整額

を差し引いたものとし，供給条件別表（原料費調整）によって算定された

平均原料価格が64 , 090円を上回る場合は，供給条件別表（原料費調整）に

よって算定された原料費調整額を加えたものといたします。

イ　日割計算後基本料金

基本料金 × 日割計算対象日数30

ロ　従量料金

　　従量料金は，料金の算定期間における使用量によって算定いたします。

⑵　５（契約使用期間）⑵によりこの料金表による契約が同一条件で継続さ

れる場合は，供給条件31（需給契約の消滅）⑵イにかかわらず，契約使用

期間満了による需給契約の消滅は，料金の算定上，需給契約の消滅とみな

しません。

10 精　算　額

　お客さまは，次のいずれかに該当する場合には，次に定める各精算額を支

払うものといたします。ただし，当社がやむをえないと判断した場合は，こ

の限りではありません。

⑴　契約最大使用量超過精算額
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イ　お客さまは，契約使用期間中に実績最大使用量が契約最大使用量の

110パーセントをこえる場合には，次によって算定される契約最大使用

量超過精算額を支払うものといたします。

契約最大使用量超過精算額

＝ 流量基本料金率

×（実績最大使用量－契約最大使用量）×12×1 . 1

ロ　お客さまは，契約使用期間中に支払うことが確定している契約最大使

用量超過精算額（以下「確定精算額」といいます。）がある場合で，イ

によって算定される金額が確定精算額をこえるときには，その差額を契

約最大使用量超過精算額として支払うものといたします。

ハ　当社は，契約使用期間中において契約最大使用量が増量となる場合で，

変更日前にイまたはロによって契約最大使用量超過精算額を支払うこと

が確定しているときには，次によって算定される契約最大使用量超過精

算額調整金を精算するものといたします。

契約最大使用量超過精算額調整金

＝ 流量基本料金率

×（実績最大使用量－変更前の契約最大使用量）

×（30－日割計算対象日数）30

＋流量基本料金率

×（実績最大使用量－変更前の契約最大使用量）

×変更日の属する月の翌月から契約使用期間満了日の属する月までの月数

⑵　契約中途変更等精算額

　　お客さまは，契約使用期間中に次のいずれかにより，当社との需給契約

が変更または消滅となる場合には，次によって算定される契約中途変更等

精算額を支払うものといたします。

イ　契約最大使用量が増量となる場合
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契約中途変更等精算額

＝ 流量基本料金率

×（変更後の契約最大使用量－変更前の契約最大使用量）

×日割計算対象日数30

＋流量基本料金率

×（変更後の契約最大使用量－変更前の契約最大使用量）

×契約開始月から変更日の属する月の前月までの月数

＋当社が当該一般ガス導管事業者から請求を受ける託送約款等に定める中途解約精算額

ロ　契約最大使用量が減量となる場合

契約中途変更等精算額

＝ 流量基本料金率

×（変更前の契約最大使用量－変更後の契約最大使用量）

×（30－日割計算対象日数）30

＋流量基本料金率

×（変更前の契約最大使用量－変更後の契約最大使用量）

×変更日の属する月の翌月から契約使用期間満了日の属する月までの月数

＋当社が当該一般ガス導管事業者から請求を受ける託送約款等に定める中途解約精算額

ハ　供給者切替により廃止となる場合

契約中途変更等精算額

＝ 基本料金

×（30－日割計算対象日数）30

＋基本料金

×消滅日の属する月の翌月から契約使用期間満了日の属する月までの月数
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－託送約款等に定める託送供給料金の基本料金相当額

×消滅日の属する月の翌月から契約使用期間満了日の属する月までの月数

＋当社が当該一般ガス導管事業者から請求を受ける託送約款等に定める中途解約精算額

ニ　ハ以外の理由により廃止または解約となる場合

契約中途変更等精算額

＝ 基本料金

×（30－日割計算対象日数）30

＋基本料金

×消滅日の属する月の翌月から契約使用期間満了日の属する月までの月数

＋当社が当該一般ガス導管事業者から請求を受ける託送約款等に定める中途解約精算額

11 供給ガスの熱量，圧力および燃焼性

　当社の供給ガスにおける熱量，圧力および燃焼性は，次のとおりといたし

ます。

　なお，供給ガスは，燃焼性によって類別されており，当社供給ガスの類別

は13Ａであるため，13Ａとされているガス機器が適合いたします。

熱　量　標準熱量………45メガジュール

　　　　最低熱量………44メガジュール

圧　力　最高圧力………2 . 5キロパスカル

　　　　最低圧力………1 . 0キロパスカル

燃焼性　最高燃焼速度………47

　　　　最低燃焼速度………35

　　　　最高ウォッベ指数………57 . 8

　　　　最低ウォッベ指数………52 . 7
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　　　　ガスグループ………13Ａ

　　　　燃焼性の類別（旧呼称）………13Ａ

12 負荷計測器の設置および負担

　お客さまが負荷計測器の設置を希望される場合で，当社が設置を認めると

きには，次のとおりといたします。

⑴　負荷計測器は，当社が選定し，かつ，当社の所有とし，その設置等は当

社が行います。

⑵　当社は，負荷計測器の設置場所（負荷計測器の支持物を含みます。）に

ついて，適正な計量ができ，かつ，検針，検査ならびに負荷計測器の取付

けおよび取外し工事が容易な場所を，お客さまと協議によって決定し，お

客さまは，その場所を当社に無償で提供していただきます。

⑶　お客さまは，負荷計測器および取付工事費の実費相当額ならびに管理費

等の合計額（以下「取付関係工事費」といいます。）を，当社に支払うも

のといたします。

　　なお，需給契約が消滅または変更となる場合には，当社は，原則として，

負荷計測器の残存価額から取外工事費の実費相当額を差し引いた金額を精

算するものといたします。

⑷　お客さまの希望によって，当社が，負荷計測器の取付位置を変更する場

合には，お客さまは，その実費相当額を支払うものといたします。

⑸　法令により負荷計測器を取り替える場合には，お客さまは，取外工事費

および取付関係工事費を当社に支払うものといたします。

⑹　お客さまの責めとなる理由により，負荷計測器を損傷し，または亡失し

た場合は，お客さまは，次の金額を，当社に支払うものといたします。

イ　修理可能の場合

　　修理費

ロ　亡失または修理不可能の場合
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　　取外工事費

13 そ　の　他

　お客さまが，この料金表による契約の廃止を希望される場合には，原則と

して，廃止を希望される日の３月前までに当社にその旨を申し出ていただき

ます。
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附　　　　則
  

1 実 施 期 日

　この料金表は，2019年10月１日から実施いたします。

2 消費税法の改正にともなう経過措置

　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成28年11月28日

法律第85号）第１条の規定により読み替えて適用される消費税法附則（平成

24年８月22日法律第68号）第５条第２項の適用を受ける，2019年９月30日以

前から需給契約が継続し2019年10月１日から2019年10月31日までの間に当社

が支払いを受ける権利が確定する料金（2019年10月１日以降初めて当社が支

払いを受ける権利が確定する日が2019年11月１日以降である料金について

は，当該確定した料金のうち，消費税法施行令の一部を改正する政令等の一

部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第１条の規定により読

み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年９月30日政令第317号〕

第４条第３項で定める部分に限ります。）の算定における本則８（料金）の

料金率については，本則８（料金）にかかわらず，次のとおりといたします。

⑴　基本料金

イ　定額基本料金

１契約につき 20 ,037円　23銭

ロ　流量基本料金

１立方メートルにつき
（流量基本料金率） 1 ,102円　54銭

⑵　従量料金
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１立方メートルにつき 71円　46銭
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別　　　　表

原料費調整

⑴　供給条件別表（原料費調整）に定めるαおよびβの値は，次のとおりと

いたします。

　α＝0 . 9476

　β＝0 . 0569

⑵　供給条件別表（原料費調整）に定める基準原料価格は，次のとおりとい

たします。

基準原料価格 64 ,090円

⑶　供給条件別表（原料費調整）に定める基準単価は，次のとおりといたし

ます。

１立方メートルにつき
8銭 1厘

（消費税等相当額
を含みません。）



関西電力株式会社（ガス小売事業者登録番号：Ａ０００１）
大阪市北区中之島３丁目６番１６号
営業時間・電話番号は当社ホームページにてご確認ください。
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